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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、
既に形成された堆積物を低減する燃料添加剤組成物であって、前記燃料添加剤組成物が、
（ｉ）エチレンオキシド、（ｉｉ）プロピレンオキシド、及び（ｉｉｉ）ブチレンオキシ
ドからなる群から選択されるオキシラン化合物と、イソボルネオール又はボルネオールと
、の反応生成物である、（ａ）イソボルネオール又は（ｂ）ボルネオールの酸化物誘導体
を含む、燃料添加剤組成物。
【請求項２】
　イソボルネオール又はボルネオールが約１：１～１：５０のモル比でオキシラン化合物
と反応する、請求項１に記載の燃料添加剤組成物。
【請求項３】
　燃料及び請求項１又は２に記載の燃料添加剤組成物を含む組成物。
【請求項４】
　燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、
既に形成された堆積物を低減する方法であって、請求項１又は２に記載の燃料添加剤組成
物で燃料を処理するステップを含む、方法。
【請求項５】
　燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、
既に形成された堆積物を低減する燃料添加剤組成物を使用する方法であって、前記燃料を
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、請求項１又は２に記載の燃料添加剤組成物で処理することを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料添加剤組成物及びその使用方法に関する。
【０００２】
　特に、本発明は、燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関内の、堆積物の形成
を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する燃料添加剤組成物、及びその使用方法
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　燃料噴射システムとエンジンは、車両の排ガス制御、燃料性能、燃費、耐久性を向上さ
せるように設計される。しかしながら、燃料の燃焼時には、燃料噴射器、吸気弁、及び／
又は燃焼室等の燃料送出システム内に、堆積物が形成され、エンジンの機能を妨害する結
果、燃料の不完全燃焼を招き、その結果、エンジンの排出量が増え、出力が低下し、燃費
が悪くなる。
【０００４】
　燃焼室堆積物干渉（ＣＣＤＩ）と燃焼室堆積物剥離（ＣＣＤＦ）は、一部のエンジンで
生じうるエンジン堆積物の問題である。ＣＣＤＩは、一部のエンジン設計では、ピストン
トップとシリンダヘッド上のエンジン堆積物の物理的接触に起因して、冷間時にエンジン
の衝撃音として現れることがある。ＣＣＤＦは、燃焼室の堆積物が剥がれ落ちて、弁面と
弁シートの間に付着し、弁の密閉性が低下して圧縮圧力が低下することで発生する。
【０００５】
　燃料噴射器、気化器、及び吸気弁もまた、堆積物形成が懸念される部位である。ピント
ルインジェクタ堆積物等の燃料インジェクタの狭い燃料通路における堆積物により、燃料
流量が低下し、噴霧パターンが変化することにより、動力、燃費、及びエンジン駆動性に
悪影響を及ぼしうる。堆積物は、キャブレター付エンジンにも同様の問題を引き起こしう
るが、それは、気化器もまた、小さなチャネル及びオリフィスを用いて燃料を計測するか
らである。さらに、吸気弁に形成された堆積物は、燃料と空気の化学量論を変化させ、不
完全燃焼をもたらし、その結果、エンジンからの排出物が増加し、エンジン効率を低下さ
せる可能性がある。最近、内燃機関における堆積物の形成を制御するいくつかの添加剤組
成物が提供されている。
【０００６】
　これまで公知の添加剤組成物の一つには、エチレンジアミン（ＥＤＡ）、ポリイソブチ
レン（ＰＩＢ）フェノール、及びホルマリンの反応生成物、すなわち窒素含有添加剤があ
げられる。本発明者が、エチレンジアミン（ＥＤＡ）、ポリイソブチレン（ＰＩＢ）フェ
ノール、及びホルマリンを約１：２：２のモル比で反応させて、当該公知の添加剤組成物
を製造したところ、当該公知の添加剤組成物（比較先行技術添加剤組成物）では、上記産
業上の課題は解決されないことを見出したが、それは、当該比較先行技術添加剤組成物を
約９３ｐｐｍ投与しても、吸気弁堆積物はブランク試験の１４９ｍｇ／ｖから、当該比較
先行技術添加剤組成物で処理された燃料の９８ｍｇ／ｖに低下し、燃焼室堆積物「メルセ
デス」試験、Ｍ１０２Ｅ（CEC-05-A-93）エンジン清浄度評価試験で試験した場合、比較
先行技術添加剤組成物で処理された燃料の燃焼室堆積物（ＣＣＤ）は、ブランク試験の６
３６７ｍｇ／エンジンから５４３３ｍｇ／エンジンに低下し、基準値を超える改善がない
ことが示されたからである。従って、本発明者は、当該比較先行技術添加剤組成物は、当
業界にとって好ましい選択ではありえないことに注力した。
【０００７】
　従って、燃料噴射システム及び／又は燃焼室から、堆積物の形成を制御し、かつ、既に
形成された堆積物を低減する改良された添加剤組成物を開発する必要性が依然として存在
し、これは、上記産業上の課題を解決する当業者の好ましい選択肢となりうるものであり
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、その参照は本明細書に開示される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、当業界は、上記産業上の課題を解決し、参照により本明細書に開示される、燃
料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に
形成された堆積物を低減する燃料添加剤組成物を必要とし、その参照は本明細書に開示さ
れる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　従って、本発明は、燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関内の、堆積物の形
成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する燃料添加剤組成物を提供することに
より、上記の既存の産業上の課題の解決策を提供することを目的とする。
【００１０】
　従って、本発明の主な目的は、燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関内の、
堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する燃料添加剤組成物を提供
することであり、これは、本明細書で参照される上記の産業上の１又はそれ以上の課題を
解決することができる。
【００１１】
　本発明の他の目的は、車両からの排出物が制御され、燃料性能、燃費、及び耐久性が改
善されるか、又は少なくとも損なわれない、燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃
機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する本発明の燃料
添加剤組成物を提供することである。
【００１２】
　本発明のさらに他の目的は、車両の排気ガスを制御し、燃料性能、燃費、及び耐久性が
改善されるか、又は少なくとも損なわれないような、本発明の燃料噴射システム及びエン
ジン内、又は内燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減
する、本発明の燃料添加剤組成物の使用方法を提供することである。
【００１３】
　本発明のさらに他の目的は、公知の添加剤と比較して吸気弁堆積物（ＩＶＤ）及び／又
は燃焼室堆積物（ＣＣＤ）の性能が改善される、燃料噴射システム及びエンジン内、又は
内燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する燃料添加
剤組成物を提供することである。
【００１４】
　本発明のさらに他の目的は、燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関内の、堆
積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する燃料添加剤組成物を提供す
ることである。
【００１５】
　本発明のさらに他の目的及び利点は、本発明の範囲を限定することを意図するものでは
ない実施例とあわせて読むと、以下の説明からより明らかになるであろう。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　先行技術の上記産業上の課題を克服し、本発明の上記目的を達成するために、本発明者
は、驚くべきことに、かつ、予期せぬことに、非窒素添加剤を燃料に添加すると、燃料噴
射システム及びエンジン、又は内燃機関における堆積物の形成の問題が解決し、かつ、窒
素酸化物（ＮＯＸ）の放出（形成）が回避されることを見出した。本発明者は、当該非窒
素添加剤がボルネオール又はイソボルネオールを含むことを見出した。観察されるように
、ボルネオール又はイソボルネオールは、ＮＯＸを放出しない非窒素添加物である。
【００１７】
　従って、一実施形態では、本発明は、燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関
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内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する燃料添加剤組成物
に関し、当該燃料添加剤組成物はボルネオール又はイソボルネオールを含む。
【００１８】
　本発明の一実施形態では、イソボルネオールは、国際純粋応用化学連合（ＩＵＰＡＣ）
名を(1R,3R,4R)－４，７，７－トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン－３－オールという
。
【００１９】
　本発明の一実施形態では、イソボルネオールは、（ａ）ボルネオールのＤ－異性体、（
ｂ）ボルネオールのＬ－異性体、又は（ｃ）それらの混合物を含んでよい。
【００２０】
　本発明者はさらに、ボルネオール又はイソボルネオールをオキシラン化合物と組み合わ
せる場合、又は、好ましくは、ボルネオール又はイソボルネオールの酸化物誘導体を用い
る場合、驚くべきことに、システムに窒素酸化物（ＮＯＸ）を添加、又は形成しなくても
、燃料噴射システム及びエンジン内、又は内燃機関内堆積物の形成という、上記産業上の
課題がさらに解決されることを見出した。本発明者はさらに、用いられうるオキシラン又
は酸化物化合物が、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、又はい
かなる他の酸化物化合物を含む群からも選択されうることを見出した。
【００２１】
　したがって、他の実施形態では、本発明は、燃料噴射システム及びエンジン内、又は内
燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する燃料添加剤
組成物に関し、当該燃料添加剤組成物は、少なくともボルネオール又はイソボルネオール
及びオキシラン化合物の組み合わせを含む。
【００２２】
　本発明の好ましい一実施形態では、オキシラン化合物は、エチレンオキシド、プロピレ
ンオキシド、ブチレンオキシド、及びそのようないかなる他の酸化物化合物を含む群から
選択される。
【００２３】
　したがって、他の実施形態では、本発明は、燃料噴射システム及びエンジン内、又は内
燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する燃料添加剤
組成物に関し、燃料添加剤組成物はボルネオール又はイソボルネオールの酸化物誘導体を
含む。
【００２４】
　本発明の好ましい一実施形態では、ボルネオール又はイソボルネオールの酸化物誘導体
は、ボルネオール又はイソボルネオールとオキシラン又は酸化物との反応生成物である。
【００２５】
　本発明の好ましい一実施形態では、オキシラン又は酸化物化合物は、エチレンオキシド
、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、及びそのようないかなる他の酸化物化合物を
含む群から選択される。
【００２６】
　本発明の一実施形態では、オキシラン化合物をイソボルネオール又はボルネオールと反
応させ、イソボルネオール又はボルネオールの酸化物誘導体を生成する。
【００２７】
　本発明の一実施形態では、ボルネオール又はイソボルネオール及びオキシラン化合物を
、約１：１～１：５０のモル比で混合することにより、少なくともボルネオール又はイソ
ボルネオール及びオキシラン化合物の組み合わせを含む本発明の燃料添加剤組成物を得る
ことができる。
【００２８】
　本発明の好ましい一実施形態では、オキシラン化合物をイソボルネオール又はボルネオ
ールと反応させ、イソボルネオール又はボルネオールの酸化物誘導体を生成する。
【００２９】
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　本発明の一実施形態では、当技術分野で公知のいかなる方法によっても、オキシラン化
合物をイソボルネオール又はボルネオールと反応させて、イソボルネオール又はボルネオ
ールの酸化物誘導体を生成することができる。
【００３０】
　本発明の好ましい一実施形態では、ボルネオール又はイソボルネオール及びオキシラン
又は酸化物化合物を、約１：１～１：５０のモル比で反応させて、ボルネオール又はイソ
ボルネオールの酸化物誘導体を含む本発明の燃料添加剤組成物を得ることができる。
【００３１】
　本発明の一実施形態では、ボルネオール又はイソボルネオールの酸化物誘導体は、従来
技術の公知のいかなる方法によっても調製することができる。それは、ボルネオール又は
イソボルネオールをオキシラン又は酸化物化合物と反応又は処理して調製することができ
る。従って、本発明の範囲は、本発明のボルネオール又はイソボルネオールの酸化物誘導
体を調製する方法によっては限定されない。
【００３２】
　本発明の一実施形態では、本発明の燃料添加剤組成物は、さらに、酸化防止剤、腐食防
止剤、発泡防止剤、スケール防止剤、ガス水和物防止剤、分散剤、流動点降下剤、脱乳化
剤、粘度調整剤、摩擦調整剤、金属不活性化剤、極圧剤、摩耗防止剤、シール膨潤剤、ワ
ックス制御ポリマー、及びそれらの混合物を含む群から選択される１又はそれ以上の追加
化合物を含んでもよい。
【００３３】
　本発明の一実施形態では、本発明の燃料添加剤組成物は、メタノール、エタノール、及
びそれらのより高いホモログを含む群から選択されうる燃料可溶性アルカノール、かつ、
メチル第三ブチルエーテル、エチル第三ブチルエーテル、メチル第三アミルエーテル、及
びそれらの類似化合物、並びにそれらの混合物を含む群から選択されうる燃料可溶性エー
テルを含む、混合剤を１又はそれ以上をさらに含むことができる。
【００３４】
　本発明の一実施形態では、本発明の添加剤組成物は、無鉛モータ及び航空機ガソリンを
含む群から選択されうる火花点火内燃機関、及び、通常、ガソリン沸騰範囲の炭化水素、
及びアルコール、エーテル、及び他の適当な酸素含有有機化合物を含む群から選択される
燃料可溶性酸素添加混合成分をともに含んでよい改質ガソリンの運転に用いるのに適する
、いかなるベース燃料を含む燃料とともに用いられてよい。
【００３５】
　従って、一実施形態では、本発明の燃料及び燃料添加剤組成物を含む組成物に関する。
【００３６】
　本発明の一実施形態では、本発明の添加剤組成物は、単独で、又は様々なサブコンビネ
ーションで燃料に配合されてよい。
【００３７】
　従って、本発明の一実施形態では、本発明はまた、燃料噴射システム及びエンジン内、
又は内燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する方法
に関し、本方法は、本明細書に記載されるように、本発明の燃料添加剤組成物で燃料を処
理することを含む。
【００３８】
　従って、本発明の一実施形態では、本発明はまた、燃料噴射システム及びエンジン内、
又は内燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する燃料
添加剤組成物を使用する方法に関し、この方法は、本明細書に記載されるように、本発明
の燃料添加剤組成物で燃料を処理することを含む。
【００３９】
　本発明者は、本発明の燃料添加剤組成物が、上記産業上の課題を克服し、燃料噴射シス
テム及びエンジン内、又は内燃機関内において、吸気弁堆積物（ＩＶＤ）及び燃焼室堆積
物（ＣＣＤ）の性能が、少なくとも上記先行技術添加剤と比較して改善されるように、堆
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積物の形成を制御（又は防止）し、かつ、既に形成された堆積物を低減（又は除去）する
のに適することを見出した。
【００４０】
　本発明の燃料添加剤組成物の性能及び有効性は、既存の方法により評価できる。例えば
、メルセデスベンツ試験Ｍ１０２Ｅ（CEC-F-05-93）、メルセデスベンツ試験Ｍ１１１（C
EC-F-20-98）、ＢＭＷ３１８ｉ又はＦｏｒｄ２．３Ｌ試験等の様々な業界標準試験を用い
て、吸気弁堆積物（ＩＶＤ）及び／又は燃焼室堆積物（ＣＣＤ）を制御する添加剤の性能
を測定することにより、評価できる。燃料添加剤組成物を含む燃料のエンジン清浄性能及
び有効性は、様々な業界標準試験を用いて評価できる。例えば、プジョーＸＵＤ９試験及
びプジョーＤＷ１０Ｂ試験を用いて、インジェクタの堆積物の制御能や低減能を測定する
。本発明の燃料添加剤組成物の性能及び有効性並びに本発明の燃料添加剤組成物を含む燃
料のエンジン清浄性能及び有効性は、いかなる燃料を用いても評価することができる。例
えば、EN　ISO　22854で測定すると酸素含有量が約２．７％ｍ／ｍ（ｗ）未満、かつ、EN
　ISO　12185で測定すると密度＠１５℃が約７２０～約７７５ｋｇ／ｍ３であるガソリン
燃料である燃料RF-12-09-、又はEN　1601で測定すると酸素含有量が約０．１％ｍ／ｍ（
ｗ）未満、かつ、のガソリン燃料、ISO　12185又はISO　3675で測定すると密度＠１５℃
が約７４８～約７５４ｋｇ／ｍ３である燃料RF-02-03-密度（１５０Ｃ）を用いて評価す
ることができる。
【００４１】
　本発明の範囲は、当該試験方法及び当該用いられる燃料に限定されないことに留意され
たい。
【００４２】
　本発明の範囲は特定の燃料に限定されず、ガソリン、中間留分、重質留分、バンカー燃
料、船舶燃料やこれらに限定されない燃料が含まれることが意図され、これらは、炭化水
素、酸素化物、バイオマス、及びガソリン担体液、脱乳化剤、腐食防止剤、摩擦調整剤、
消泡剤、燃焼改良剤、セタン改良剤、潤滑改良剤、中間留分流改良剤、及びワックス沈降
防止剤等であって、これらに限定されない、１又はそれ以上の補助添加剤を含んでよいこ
とに留意されたい。
【００４３】
　本発明者は、以下の実施例によって、本発明の燃料添加剤組成物の上記利点を実証した
が、これらの実施例は、説明を目的とし、本発明の範囲を限定することを意図したもので
はない。
【実施例】
【００４４】
　上記のように、比較先行技術添加剤は、エチレンジアミン（ＥＤＡ）、ポリイソブチレ
ン（ＰＩＢ）フェノール、及びホルマリンを約１：２：２のモル比で反応させて調製され
、ここで、ポリイソブチレン（ＰＩＢ）フェノールは、フェノールと、分子量約９５０ダ
ルトンの市販の高反応性ＰＩＢ（ＨＲＰＩＢ）とを反応させて調製される。得られた反応
生成物をゲル浸透クロマトグラフィー（ＧＰＣ）で測定すると、分子量が約３５７４ダル
トンであることが分かった。
【００４５】
　本発明の添加剤は、触媒としてＫＯＨを用いてイソボルネオールとプロピレンオキシド
をモル比約１：１．５で反応させて得られ、用いたイソボルネオールの分子量をＧＰＣで
測定すると約１５４であり、プロピレンオキシドの分子量をＧＰＣで測定すると約５８で
あった。約２００ｇ（１．３０モル、１２．８０重量％）のイソボルネオールを約１１５
７ｇ（１９．９４モル、７３．９８重量％）のプロピレンオキサイドと反応させて本発明
の添加剤を獲得し、得られた本発明の添加剤の分子量をＧＰＣで測定すると、３００９ダ
ルトンであることが分かった。
【００４６】
　ガソリン燃料添加剤組成物の性能と有効性を「メルセデス」試験、Ｍ１０２Ｅ（CEC‐0
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5‐A‐93）とメルセデスベンツ試験Ｍ１１１（CEC‐F‐20‐98）、エンジン清浄度評価試
験で、吸気弁堆積物（ＩＶＤ）や、燃焼室堆積物（ＣＣＤ）を制御する添加剤の性能を測
定して評価し、燃料のブランク試料と比較した。当該例で用いた燃料はガソリン燃料（Ｒ
Ｆ－０２－０３）であった。
【００４７】
　上記のように、投与量約９３ｐｐｍで、比較先行技術添加剤組成物で処理された燃料に
ついて、ＩＶＤは、ブランク試験の１４９ｍｇ／ｖから９８ｍｇ／ｖに低減し、ＣＣＤは
、ブランク試験の６３６７ｍｇ／エンジンから５４３３ｍｇ／エンジンに低減し、比較先
行技術添加剤組成物は基準値より改善されなかった。
【００４８】
　対照的に、本発明の添加剤組成物で処理された燃料について、驚くべきことに、投与量
約２０ｐｐｍで、ＩＶＤはブランク試験の１４９ｍｇ／ｖから６６ｍｇ／ｖに低下し、Ｃ
ＣＤはブランク試験の６３６７ｍｇ／エンジンから４１２６ｍｇ／エンジンに低下し、本
発明の添加剤組成物で処理された燃料について、本発明の添加剤組成物の基準値よりも改
善されたことが示された。
【００４９】
　同様に、Ｍ１１１試験方法を用いて試験を行ったところ、約２０ｐｐｍの投与量で、本
発明の添加剤組成物では、驚くほどに、ＩＶＤはブランク試験の１３２ｍｇ／ｖから９５
ｍｇ／ｖに低下し、投与量約６０ｐｐｍで、本発明の添加剤組成物は、驚くほどに、ＩＶ
Ｄはブランク試験の１３２ｍｇ／ｖから８３ｍｇ／ｖに低下し、投与量約１００ｐｐｍで
、意外にも予期せぬことには、本発明の添加剤組成物を処理した燃料を本発明の添加剤組
成物で処理した場合、ＩＶＤはブランク試験用の１３２ｍｇ／ｖから６６ｍｇ／ｖに低下
し、本発明の添加剤組成物の基準値を超える改善が示された。
【００５０】
　このように、本発明の驚くべき予期せぬ技術的利点は、燃料噴射システム及びエンジン
内、又は内燃機関内の、堆積物の形成を制御し、かつ、既に形成された堆積物を低減する
ことが実証されている。
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